
（別紙１）【特別養護老人ホーム 太陽と緑の家 今泉 サービス利用料金表】 

令和 7 年 4 月 1 日 改定 

 

☆ 基本料金                            

介護度 

サービス費に係る自己負担額 

(負担割合が２割の方は金額が２倍、 

３割の方は金額が３倍になります） 

食費に係る 
自己負担額 
（保険外） 

居住費に係る 
自己負担額 
（保険外） 30 日合計（円） 

1 日あたり（円） 30 日あたり（円） 1 日 1,630 円（30日） 1 日 2,200円（30日） 

1 670 20,100 48,900 66,000 135,000 

2 740 22,200 48,900 66,000 137,100 

3 815 24,450 48,900 66,000 139,350 

4 886 26,580 48,900 66,000 141,480 

5 955 28,650 48,900 66,000 143,550 

※基本料金表は負担限度額認定者（第 1 段階から第 3 段階）以外の方が対象になります。 

 

 

☆介護サービス加算料金（基本料金に加算されます。） 

負担割合が２割の方は金額が２倍、３割負担の方は金額が３倍 

加算項目 料 金 内      容 

初期加算 ３０円／日 
入居当初は、施設での生活に慣れるためにさまざまな支援をする必要が

あることから入居後 30 日間に限り加算されます。 

安全対策体制加算 ２０円／日 
安全対策担当者を定め、組織的に安全対策を実施する体制を備えている

事による加算です。入所初日に限り加算されます。 

個別機能訓練加算 １２円／日 機能訓練指導員が、入居者の心身の状況を踏まえ、機能訓練を行います。 

看護体制加算 

（Ⅰ）４円／日 常勤の看護師を 1 名以上配置していることによる加算です。 

（Ⅱ）８円／日 
基準以上の看護師を配置し、病院等医療機関との連携により、24 時間

の連絡体制をとっております。 

日常生活継続 

支援加算 
４６円／日 

重度の要介護状態の方等が多くを占める施設において、介護福祉士資格

を有する職員を手厚く配置し、日常生活の継続を支援いたします。 

夜勤職員配置加算 １８円／日 
夜勤を行なう介護職員の数が、最低基準を 1 人以上上回って配置してい

ることによる加算です。 

療養食加算 ６円／回 医師の指示に基づく治療食の提供が行われた方に加算されます。 

口腔衛生管理加算 ９０円／月 
歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔ケアを月2回以上行なうと共

に、介護職員に対し口腔ケアの技術的な助言及び指導を行ないます。 

科学的介護推進 

 体制加算（Ⅱ） 
５０円／月 

科学的介護情報システム（LIFE）へのデータ提出とフィードバック情報

の活用により、介護サービスの質の評価と科学的介護の取組を推進する

ための加算です。 

ADL維持等加算（Ⅰ） ３０円／月 
要介護の方が一定期間の中で ADL の維持または改善の度合いが一定の

水準を超えている場合に加算されます。 

退所時情報提供加算 ２５０円／回 
医療機関へ入院する入居者を紹介する際、入居者の同意を得て心身の状

況、生活歴等を示す情報を提供した場合に加算されます。 

退所時栄養情報 

連携加算 
７０円／回 

管理栄養士が、入院先の医療機関に対して、治療食を必要とする入居者

又は低栄養状態にあると医師が判断した入居者の栄養管理に関する情

報を提供した場合に加算されます。 



 

☆介護保険外のサービスと利用料金 

項  目 金  額 内      容 

理容・美容 
カット  2,000 円/回 

パーマ  7,500 円/回 

髪染め  6,000 円/回 

施設内の理美容室使用により、出張サービスで調髪、洗髪、
髪染め等行います。 

電気代 一点一日につき 50 円 テレビ・CD ラジカセ・冷蔵庫・電気毛布・パソコン等 

健康管理費 実費 新型コロナウイルス、インフルエンザ予防接種等 

医療費・薬代 
医療材料費 

実費 
医療費・薬代のほか、医療材料は交換が必要になり使用し
た場合に実費にてご負担していただきます。 

日常生活上必要と 
なる日用品等 

実費 
入居者の依頼により購入する日常生活品全般（嗜好にもと
づく品物、外部取次ぎクリーニング代、教養娯楽用品等） 

日用品等処分 
手数料 

実費 

退所時、施設での荷物処分を希望された場合はご負担いた
だきます。 

1 袋（45ℓ袋）500 円 

家具、家電処分費は実費となります。 

※上記に関しては、一時的に施設が立替払いを行い、毎月の利用料請求書とともに詳細項目を明記し、 

領収書等とともに請求いたします。 

加算項目 料 金 内     容 

外泊・入院中 

費用 
２４６円／日 

外泊・入院中は 1 ヶ月に 6 日間、月をまたぐ場合には 12 日間を限度と

して加算されます。入院・外泊の初日と最終日は含みません。 

※外泊や入院時、お部屋を確保している場合は、居住費は徴収させてい

ただきます。減免対象の方は、外泊時費用算定時は通常の負担費用額を 

それ以外の期間は個室居住費 2,200 円となります。 

経口維持加算 

（Ⅰ）400／月 

経口により食事摂取しているが、摂食機能障害を有し誤嚥が認められる

方に対し、医師又は歯科医師の指示に基づき、各職種が共同し栄養管理

の為の会議等を行い、経口による継続的な食事摂取を進めるための経口

維持計画を作成し、管理栄養士がその計画に従い栄養管理を行なった場

合に加算されます。 

（Ⅱ）100／月 

協力歯科医療機関を定めている指定介護老人福祉施設が、経口維持加算

（Ⅰ）を算定しており、入所者の経口による継続的な食事摂取を支援す

るための会議等に、歯科衛生士が加わった場合に加算されます。 

配置医師 

緊急時対応加算 

配置医師の通常の

勤務時間外 

３２５円／回 

配置医師が、下記時間帯又は配置医師の通常の勤務時間外（早朝、夜間

及び深夜を除く）に施設を訪問して入居者に対し診療を行った場合によ

る加算です。 

早朝：午前 6 時から午前 8 時まで 

夜間：午後 6 時から午後 10 時まで 

深夜：午後 10 時から午前 6 時まで 

早朝又は夜間 

６５０円／回 

深夜 

1,300 円／回 

看取り介護加算(Ⅱ) 

（死亡日以前 

  31 日～45 日） 

７２円／日 

当施設では、「看取りに関する指針」を定め、ご本人様・ご家族様の希

望により施設内で終末期をお迎えいただくことが可能です。医師が医学

的知見に基づき回復の見込みがないと診断した方に対し、ご本人様・ご

家族様の同意を得て「看取りに関する指針」に基づく看取り介護計画を

作成、看取り介護を受けた場合に加算されます。 

死亡日より遡って算定します。 

（死亡日以前 

   ４～30 日） 

１４４円／日 

（死亡日 

前日・前々日） 

７８０円／日 

（死亡日） 

1,580 円／日 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） （基本サービス費＋介護サービス加算料金）×14％ 


